
働きやすい職場環境づくり
／人材の確保・定着
に向けた県の取組

栃木県産業労働観光部労働政策課
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本日お話しする内容

１ 「栃木県カスタマーハラスメント防止条例」の概要
及び事業者が実施する防止対策への支援

２ 高水準の賃上げ実現に向けた支援

３ ワークイノベーション※の推進に向けた支援
※働きやすさと働きがいが両立に向けた雇用慣行の刷新により、従業員がライフスタイルに
合わせて能力を最大限発揮できる環境を整備し、生産性向上や持続的な成長を目指す
「ポスト・働き方改革」のこと。
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「栃木県カスタマーハラスメント防止条例」の概要

及び事業者が実施する防止対策への支援
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基本理念、カスタマーハラスメントの定義、各主体の責務等、防止
対策を進める上で基本となる事項について定める
【R8.4.1施行】

条例の内容を踏まえ、カスタマーハラスメントの内容（該当する
事例・しない事例の考え方等）や、各主体の具体的な役割・取組、
刑法に該当しうる行為等について明示
【R8.4.1策定・公表】

各業界・事業者の実情や慣行等に基づき、それぞれの現場におい
て活用可能となるよう、事業者や就業者の具体的な対応等につい
て定める

【制定・策定主体】

県

業界団体
・

事業者

策定にあたっては、側面的な支援メニューを用意

条 例

基本指針

対策
マニュアル

「栃木県カスタマーハラスメント防止条例」の基本体系
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○カスタマーハラスメントの定義（第２条）
① 顧客等の言動であって、
② 就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えた
ものであり、
③ 当該就業者の就業環境を害するもの ※①～③全てを満たすもの

○基本理念（第３条）
社会全体で防止を図る／顧客等と就業者とが互いに尊重する／顧客等の正当な権利に配慮

○カスタマーハラスメントの禁止（第４条）
何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない

○各主体の主な責務（努力義務）（第５条～第８条）
県 ：カスハラ防止に関する施策の総合的な策定・実施

基本指針の策定
顧客等：自らの言動が、就業者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払う
就業者：カスハラに起因する問題に対する関心と理解を深め、顧客等に対し適切に対応する
事業者：カスハラにより就業者の就業環境が害されないよう、必要な体制整備等を講ずる

○施行日 令和８(2026)年４月１日

「栃木県カスタマーハラスメント防止条例」の概要
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○「社会通念上許容される範囲を超えたもの」の考え方
①言動の内容から判断
→ 例）そもそも要求に理由がない、商品・サービス等と全く関係がない要求

契約等に想定しているサービスを著しく超える要求
対応が著しく困難・不可能な要求 等

②手段や態様から判断
→ 例）身体的な攻撃・精神的な攻撃

威圧的な言動、継続的・執拗な言動
拘束的な言動、性的な言動

※どちらか一方に当てはまる場合も、カスタマーハラスメントに該当しうる

○「就業環境を害する」の考え方
・業務を遂行する上で、看過できない程度の支障が生じているかから判断
→ 個人により差異が生じるが、「社会一般の就業者が、同様の状況で行為を受けた際
上記の支障が生じると感じる言動であるかどうか

→ 頻度や継続性は考慮するものの、１回の言動でも支障は生じうる

「カスタマーハラスメント防止に関する基本指針」の概要

カスタマーハラスメントの定義
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○事業者の方針等の明確化とその周知・啓発
・「カスタマ-ハラスメントには毅然とした態度で対応する」「就業者を保護する」等の基本的な
方針を明確化し、就業者等に周知
・カスタマーハラスメント対応マニュアル等を作成するとともに、就業者への研修を実施

○就業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口を設け、対応担当者を定める
・相談窓口の担当者を対象に、相談を受けた際の対応に関する研修を実施

○カスタマーハラスメントへの迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認
・カスタマーハラスメントの行為者への中止の申し入れや、被害を受けた就業者への配慮

○上記と併せて行う措置
・就業者が相談窓口への相談を行ったこと等を理由として不利な取り扱いを行わないことを周知

○その他カスタマーハラスメントの要因の解消
・就業者の説明不足や対応上の過失がカスタマーハラスメントの要因とならないよう研修を実施

「カスタマーハラスメント防止に関する基本指針」の概要

事業者に求められる取組
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県によるカスタマーハラスメント防止対策への支援

事業者向け相談窓口の設置

対 象 栃木県内に事業所を有する事業者及び業界団体

体 制 カスタマーハラスメント対策や労務管理に精通した相談員による対応

相談例 ・カスハラ対策、何からはじめればいい？
・顧客からカスハラを受けているが、どう対応すればよいか分からない
・正当な要求とカスハラの線引きに迷う。。。
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県によるカスタマーハラスメント防止対策への支援

アドバイザーの派遣

支援内容 ・カスタマーハラスメントに対する基本方針の策定
・カスタマーハラスメント発生時の対応等について定めたマニュア策定
・カスタマーハラスメント発生防止に向けた就業者向け教育の企画・実施
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県によるカスタマーハラスメント防止対策への支援

発生の未然防止に向けた県民への啓発

啓発ポスターの作成・配布

啓発POPの作成・配布
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高水準の賃上げ実現に向けた支援
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(1) 女性の管理職比率の改善

(2) 非正規の正規化（女性の職種・雇用形態転換の実績）

(3) 法令を上回る短時間勤務制度の導入・拡充

(4) 女性活躍推進法に基づく情報公表

（管理職に占める女性労働者の割合、男女の賃金差異など）

５％以上の賃上げと、企業内男女間格差の是正に取り組む中小企業者等を対象に、
とちぎ賃上げ加速・定着支援金を支給します。(令和７年度実施事業の継続事業）

支給対象

支給金額

主な支給要件（１かつ２）

申請期限

県内に事業所を有する中小企業等 （一定条件を満たす法人又は個人事業主）

・ 賃金を引き上げた従業員1人当たり5.5万円
《昨年度の支援金より５千円増額》

・ 事業者当たり１１０万円（最大20人分）を上限

１ 令和８年4月1日以降、従業員1名につき5％以上賃金を引き上げること。

２ 企業内男女間格差の是正に繋がる取組を行うこと。（下記（１）～（４）のいずれか１つ）

令和９年１月２０日（水）まで

とちぎ賃上げ加速・定着支援金

※予算額に達した場合は、受付期間中でも申請を締め切ります12
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とちぎ賃上げ環境整備促進補助金
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ワークイノベーションの推進に向けた支援
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R7年度伴走支援企業
・トヨタウッドユーホーム(株)：建設業（537名）
・ユニ工業(株)：製造業（40名）
・日本チャンキー：養鶏業（175名）



  

男性従業員に１か月以上の育児休業を取得させた中小企業主に
対し、最大50万円を支給します。 

主な 
支給要件 

支給対象 申請期間  県内に事業所を有する中小企業事業主等 
（一定の条件を満たす法人又は個人事業主） 

 令和９(2027)年３月13日まで 

➀ とちぎ女性活躍応援団に登録していること 
➁ 育児・介護休業法に基づく雇用環境整備を２つ以上実施していること 
➂ 従業員に育児休業中の過ごし方に関する情報提供等を行うこと   
➃ 令和８(2026)年４月１日以降、男性従業員が１か月以上または３か月以上の 
 育児休業を取得し、令和９(2027)年３月31日までに原職等に復帰していること 

 

県内における最新の 
男性育休取得率は 

49.5％（R6実績） 

20万円員に１か月以上の育休を取得させた場合男性従業

合計30万円 初めて１か月以上取得させた場合 10万円加算

合計50万円初めて３か月以上取得させた場合 30万円加算 

支給額 

とちぎ男性育休推進企業奨励金
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